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（2） その他の耐震性能を強化する岸壁 

「その他の耐震性能を強化する岸壁」の耐震性能照査は、次の①～③の手順によることを標準と

する。対応するフロー図を、新設の係船岸の場合について図6-5-4に、既設の係船岸の場合について

図 6-5-5に示す。 
 

① a)、b)を比較して大きい方の設計水平震度を用いて構造断面を設定する。 
ａ）レベル 1地震動に対応した設計水平震度 
ｂ）発生頻度の高い津波を生じさせる地震による地震動から求まる設計水平震度 

② 地震動の継続時間を考慮した液状化判定 1)を実施し、地盤全体として液状化する場合には

液状化対策を講ずる。液状化判定には、上記 a)、b)のうち大きい設計水平震度となる地震

動を用いる。 
③ 断面の決定後、「第 6 編 5.4.4 耐津波性能に関する性能照査」のフロー図における津波に

対する検討へ進む。ただし、耐津波性能の検討で断面形状が変更になった場合には、変更

した断面で再度耐震性能の評価を実施する。 
 

この手順①において、設計水平震度が大きい場合、震度法による照査では過大な断面が求まる場

合がある。この場合は以下に示す方法で断面を決定してもよい。なお、ここで設計水平震度が大き

い場合とは、概ね設計水平震度が 0.25を超える場合としてもよい。 
 

ａ）レベル 1地震動に対応した設計水平震度が 0.25を超える場合 
「第 6編第 2章 2.2.3(2)照査用震度の使用に係る留意点」の⑧を参照する。 

ｂ）発生頻度の高い津波を生じさせる地震による地震動から求まる設計水平震度が 0.25 を超

える場合 
レベル 1 地震動に対応した設計水平震度を用いて設定した構造断面に対して、発生頻

度の高い津波を生じさせる地震による地震動を入力する二次元地震応答解析を実施して、

生じる変形量等が係船岸等の機能に影響を及ぼさないことを照査することにより断面を

決定する。 
 

また、この手順②の検討により必要と判断された液状化対策について、一般的には「第 2 編 12.4
液状化対策の改良範囲」に基づき対策の範囲を検討することが望ましいが、係船岸背後に構造物が

存在する等の理由により検討結果どおりの対策の実施が困難な場合がある。この場合はレベル 1 地

震動もしくは発生頻度の高い津波を生じさせる地震による地震動のうち①で選定した方の地震動を

入力する二次元地震応答解析を実施して、対策範囲を検討してもよい。 
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図6-5-4 「その他の耐震性能を強化する岸壁」（新設）の耐震性能照査フロー 

 
 

 
図6-5-5 「その他の耐震性能を強化する岸壁」（既設）の耐震性能照査フロー 
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（3） 耐震性能に関する性能照査の補足事項 

① 二次元地震応答解析 

係船岸の照査に使用される地震応答解析には、表6-5-1に示した二次元応答解析と、一次元地震

応答解析がある。また、間隙水圧の取扱いの観点並びに計算領域の観点から分類できる。詳細は、

「資料 6.1 地震動及び設計水平震度の算定方法 8.地震応答解析の分類」に示す。 
地震応答解析のためには、対象とする地点の工学的基盤～地表の地盤データを必要とする。 

 
② レベル2地震動 

レベル 2地震動は、次のいずれかにより設定することができる。 
・ 「第 2 編 11.3.1 サイト特性を考慮した地震動の算出手法」により、震源特性、伝播経

路特性、サイト特性を考慮して算出する。 
・ 「第 2編 11.3.3 サイト特性を考慮しない地震動の設定方法」に示す方法で設定する。 

上記のほか、地震動の設定においては、「資料 6.1 地震動及び設計水平震度の算定方法」を参

考にできる。 
 

③ 発生頻度の高い津波を生じさせる地震による地震動 

発生頻度の高い津波を生じさせる地震による地震動の設定にあたっては、中央防災会議等によ

り適切な方法で設定された地震動を用いることが望ましい。中央防災会議等により地震動が設定

されていない場合には、「資料 6.1 地震動及び設計水平震度の算定方法 2.工学的基盤の地震動

波形の設定方法（モデル波形を振幅調整する方法）」に示されている手順に基づき地震動を設定し

てもよい。ただし、この手順を用いる際は、地震学、地盤工学等の専門家のもとで発生頻度の高

い津波を生じさせる地震を引き起こす断層モデルのパラメータ（断層位置、断層の傾き、断層の

長さ、マグニチュードなど）の妥当性を確認することを原則とする。 
 

④ 設計水平震度 

ａ）レベル 1地震動の設計水平震度は、「第 2編 11.2.1 設計水平震度」表 2-11-1に示す係留施

設 A の設計水平震度を用いることを標準とする。（重力式係船岸及び水深-2.0m～-5.5m の

控え直杭式矢板式係船岸においては、「第 2 編 11.2.3 周波数特性と変形量を考慮に入れた

設計水平震度」に示す照査用震度を用いてもよい。） 
 
ｂ）発生頻度の高い津波を生じさせる地震の設計水平震度は、次のいずれかにより求めること

ができる。 
・ 地表面最大加速度をもとに、「資料 6.1 地震動及び設計水平震度の算定方法 ７．地表

面最大加速度と設計水平震度の関係」により算定する。 
・ 重力式係船岸及び水深-2.0m～-5.5mの控え直杭式矢板式係船岸においては「第6編2.2.3 

周波数特性及び変形量を考慮に入れた設計水平震度」に示す手法で算出される照査用震

度を用いてもよい。その際、発生頻度の高い津波を生じさせる地震の地震動波形を使用

して計算する。 
 
ｃ）工学的基盤の最大加速度から係船岸の照査に用いる設計水平震度を算出するには、次の 1)
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～3)の手順を用いることができる。この方法は、簡便に設計水平震度を求める方法として

長く使用されてきている。ただし、サイト特性（地震基盤から上の増幅特性・位相特性）

の考慮はできない。 
 
１）地震の選出と工学的基盤最大加速度の推定 

施設設置位置への影響が想定される地震を選出して施設設置位置の工学的基盤の最大加

速度を推定する。工学的基盤最大加速度により、モデル波形を振幅調整する。手順は、「第

2編 11.3.3 サイト特性を考慮しない地震動の設定方法」によることができる。 
 
２）一次元地震応答解析により地表面最大加速度を算定 

施設建設予定地の地盤データに基づき一次元地震応答解析を実施して、地表面最大加速

度を算定する。その方法は、「資料 6.1 地震動及び設計水平震度の算定方法 ６．工学的

基盤より浅い範囲の一次元地震応答解析」及び「同８．地震応答解析の分類」を参考にで

きる。 
 
３）設計水平震度の設定 

地表面最大加速度を用いて設計水平震度を算出する。方法は、「第 2 編 11.2.2 加速度と

設計水平震度との関係式」によることができる。 
地震動（その最大加速度）から設計水平震度を算出する際は、SMAC 型地震計相当の地

震動を用いることを原則とする。（「第 2 編 11.2.2 加速度と設計水平震度との関係式」参照） 
 

⑤ 液状化判定 

液状化判定は「第 2編第 12章 液状化」にしたがって行い、判定結果に応じて、適切な液状化

対策の検討を行うことを原則とする。 
液状化判定のための地震動は、「第 2 編 12.2.2 液状化予測・判定手法」により求めることがで

きる。 
 

⑥ 許容変形量 

変形量の許容値は「第 6 編 2.2.5 耐震性能の照査における許容変形量」に示す値を用いること

ができる。 
 
5.4.4 耐津波性能に関する性能照査 

耐津波性能を強化する係船岸において、耐津波性能に関する性能照査は、図 6-5-6 及び以下の（1）
～（7）によって、引き波時の水位が低下した状態に対する係船岸の安定性（①滑動、②転倒、③基礎

の支持力）を確保するとともに、発生頻度の高い津波の作用（流体力）に対する根固・被覆ブロック

の安定性を確保することを標準とする。 
さらに、発生頻度の高い津波を超える津波に対しても、粘り強く施設の機能を維持し減災効果を期

待する観点から、粘り強い構造（堤体の傾斜抑制及び前面の洗掘防止等の対策）について検討し、必

要に応じて対策を講じるのがよい。粘り強い構造の検討にあたっては、漁港の施設の利用状況、工事

施工上の制約、費用対効果等を総合的に勘案し、効果が高いものを採用することが望ましい。 
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【発生頻度の高い津波】

OUT

設計条件（耐津波）の設定

・原則、津波伝播シミュレーション
を実施し設定

構造形式・断面の設定

（耐震）

安定性の評価

OK

構造形式・断面の決定

再検討

堤体等の性能照査（耐津波）
・堤体の滑動
・堤体の転倒
・基礎の支持力
・捨石・根固ブロック等の
安定重量

※必要に応じて水理模型実験等
を実施

粘り強い構造の検討
・波力に対する対策

・洗掘に対する対策 など

※必要に応じて水理模型実験等
を実施

利用性・経済性・施工性等を考慮し、
構造形式・断面の比較検討

粘り強い構造断面の決定

利用性・経済性・施工性等を考慮し、
構造形式・断面の比較検討

【発生頻度の高い津波を超える津波】
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堤体等の性能照査（耐津波）
・堤体の滑動
・堤体の転倒
・基礎の支持力
・捨石・根固ブロック等の

安定重量

※必要に応じて水理模型実験等
を実施

※上部工の配筋検討を行う

【発生頻度の高い津波】

OUT

構造形式・断面の設定

（耐震）

安定性の評価

OK

・前面水位

・背後水位
・流速

・直立消波式岸壁としての
基本諸元の設定

再検討

粘り強い構造の検討
・波力に対する対策

・洗掘に対する対策 など

※必要に応じて水理模型実験等

を実施

利用性・経済性・施工性等を考慮し、
構造形式・断面の比較検討

粘り強い構造断面の決定

【発生頻度の高い津波を超える津波】

設計条件（耐津波）の設定

・原則、津波伝播シミュレーション

を実施し設定

利用性・経済性・施工性等を考慮し、
構造形式・断面の比較検討

・上部工下面における安定性
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第 6 章  浮桟橋 

6.1 浮桟橋の要求性能 

浮桟橋の要求性能は、「岸壁・物揚場」の規定のうち、第 1項及び第 2項を準用する。 
 
6.2 浮桟橋の性能規定 

浮桟橋の性能規定は、「岸壁・物揚場」の規定のうち、第 1、第 3、第 5 及び第 6 項を準用するほ

か、以下に定めるとおりとする。 
1.利用漁船の諸元及び施設の利用状況に応じた所要の乾舷を有すること。 
2.自重、浮力、載荷重等及び波又は漁船の接岸及びけん引の作用に対して、浮体が転覆を生じず安

定であること。 
3.係留設備にあっては、自重、浮力、波、載荷重、漁船の接岸及びけん引等の作用に対して、構造

形式に応じた安定性が満足されること。 
4.連絡橋又は渡橋にあっては、施設の利用状況に応じた適切な幅員及び勾配が確保されていること。

また、浮体の安定及び動揺に影響を及ぼさないこと。 
5.調節塔にあっては、自重、地震力、連絡橋の反力等の作用に対して、安定性が満足されること。 

 
6.3 性能照査の基本 

浮桟橋の照査においては、波浪、潮位等を考慮して、利用上及び構造上支障のないものとすること

を原則とする。 
 
（1） 性能照査の手順 

浮桟橋の性能照査の手順は、図 6-6-1によることができる。 

 
図6-6-1 浮桟橋の性能照査フロー 

 
なお、浮桟橋の設計にあたっては、既往の調査、研究成果 1)等を参考とすることができる。 
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（2） 構造形式の選定 

構造形式の選定においては次の点を考慮することが望ましい。 
浮桟橋は、漁船との相対高さが、潮位差に関係なく常に一定であるため、乗降や陸揚げ作業が円

滑に行えるという利点がある。また、移設が容易であるため、漁港整備の進捗状況にしたがって、

設置場所を変えていくことができる。最近では蓄養施設（イケス）や昇降装置を組み込んだものや、

道路としての機能を併せ持つもの等、多機能型の浮桟橋も建造されている。浮体の係留方式は、杭

係留方式とチェーン係留方式に大別できる。各部の名称は、図 6-6-2及び図 6-6-3のとおりである。 
 

 
図6-6-2 杭係留方式 

 

 
図6-6-3 チェーン係留方式 
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（3） 照査方法の適用範囲 

浮桟橋は、波及び流れの影響が少ない場所に設置され、長さ 40m 程度までの中・小型のものが多

い。本章による照査方法が適用される条件は、概ね波高 1m、流れ 0.5m/s 程度までを目安とするこ

とができる。これを超えるような水域に設置する場合は、浮体の大きさに関わらず、波圧や浮体の

動揺、流れの力等による影響を考慮して、適切な方法により照査するのが望ましい。特に、長周期

の大きな波に対しては、必要に応じて数値シミュレーション、水理模型実験等の方法を用いて照査

することが望ましい。また、長さ 40～50m 程度を超える大型の浮桟橋についても、適切な方法によ

り照査するのが望ましい。 
なお、浮体には、フィッシャリーナ等で使用され工場製品として取り扱われる簡易的なものがあ

るが、以下の条件を満足することを確認したうえで、漁船の係留施設として用いてよい。この場合、

浮体の構造は「第 6 編 10.2 遊漁船等対応係留施設」によることができる。この条件を満足しない

場合は本章により照査することができる。 
 

① 設置海域は波及び流れによる影響がほとんどないこと。波高 0.5m程度を限度とする。 
② 利用条件として、浮体の構造強度に関わる上載荷重は 2.0kN/m2を限度とし、車両の進入が

ないこと。 
③ ユニットを一体化した状態で、浮体幅 3m、浮体長さ 10m程度以下であること。 
④ 漁船の接岸力、けん引力、漁船に働く風荷重等に対して、十分な浮体強度を有すること。 
⑤ 製品の仕様が、設置海域の条件、利用条件等に適合していること。 

 
（4） 配置、係留方式、材質の選定 

浮桟橋の配置、係留方式、材質等の選定にあたっては、利用条件、自然条件、構造条件、施工条

件、経済性等を十分考慮することを原則とする。 
選定の参考として、浮桟橋の分類を図 6-6-4 及び(5)～(8)に示す。分類方法には種々のものが考え

られるが、図6-6-4は、漁港の係留施設としてこれまでの実績や照査に必要となる項目等を勘案して

分類したものである。 
 

 
図6-6-4 浮桟橋の分類 
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（5） 配置による分類 

図 6-6-4に示した形式の概要を以下に示す。 
 

① 横付け式……岸壁に対して浮体を平行に配置する形式 
② 浮岸壁式……新たに岸壁を設ける場合で、岸壁部を浮体構造とした形式 
③ 岸壁補助式……既設岸壁の改良方法として、岸壁前面に浮体を設けた形式や、新たに岸壁

の一部を浮体構造とした形式 
④ 縦付け式（突堤式）……突堤形状の陸揚げ岸壁や準備岸壁等を浮体構造とした形式 

 

 
図6-6-5 配置による分類 

 
（6） 係留方式による分類 

浮体の係留方式には、杭係留方式とチェーン係留方式がある。係留方式の選定にあたっては、利

用目的の重要度や、設置場所の状況、経済性等に配慮して適切なものを採用するのが望ましい。各

方式の特徴は以下の通りである。 
 

① 杭係留方式は、浮体を係留杭と係留装置により係留する方式で、一般に水深が浅く、港内

が狭い場所に適する。水深が深い場所や軟弱地盤では、杭の断面が大きくなり、チェーン

係留方式に比べてコストが高くなる場合がある。係留装置として、動揺制御式ローラーを

用いることで、浮体の動揺を小さくすることができる。 
② チェーン係留方式は、浮体を係留チェーンとアンカーにより係留する方式で、一般に水深

が深く、港内が広い場合に適する。水深が浅く、潮位差が大きい場所では、満潮時と干潮

時で浮体位置の移動量が大きくなる。また、水面下にチェーンを張り出すため、港内の占

有面積が大きい。喫水が深い漁船が航行する場合は、チェーンの配置に注意が必要である。 
 
（7） 浮体の材質による分類 

浮体の材質には、コンクリート、鋼、FRP 等が用いられる。浮体の材質の選定にあたっては、利

用目的の重要度や、設置場所の状況、経済性等に配慮して適切なものを採用するのが望ましい。各

材質の特徴は次の通りである。 
 

① 鉄筋コンクリート（RC）製は、海水に対して腐食の心配がなく、維持管理がほとんど必要

ない。質量が大きいため浮体の動揺は小さいが、喫水が深くなるため波や流れの力を受け

やすく、係留杭、係留チェーンの規模は大きくなる。水密性が劣るため照査に際しては、
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貫通ひび割れが発生しないよう注意する必要がある。 
② プレストレストコンクリート（PC）製は、プレストレスを導入するので、貫通ひび割れの

心配がなく、水密性は良い。部材厚を薄くすることができるため、RC製に比べ軽くするこ

とができる。 
③ 鋼製は、製作が容易であり、水密性が良いが、腐食に対して十分な対策が必要である。質

量が小さいためコンクリート製に比べ浮体の動揺は大きいが、喫水が浅くなるため波や流

れの力を受けにくく、係留杭、係留チェーンの規模は小さくてすむ。 
④ RCハイブリッド製は、鋼製浮体の周囲を鉄筋コンクリートで防護したもので、鋼部材とコ

ンクリート部材が一体となって荷重に抵抗する。水密性が良く、腐食に対する心配もない。

浮体の質量はRC製と鋼製の中間である。 
⑤ PCハイブリッド製は、PC製浮体の内部材（受梁、隔壁）に鋼材を用いたもので、PC製に

比べて浮体質量を小さくすることができる。水密性が良く、腐食に対する心配もない。 
⑥ FRP 製は軽量であるため、設置が容易で、浮体の係留施設も簡易・小規模なものとするこ

とができるが、浮体の動揺が大きく、全体強度もあまり高くないため、一般には静穏な海

域の小型浮体に用いられる例が多い。 
⑦ この他、アルミ製や、FRP 製の内部に鋼材を用いて強度を高めたもの、RC 製の内部に発

泡スチロール等を充填して水密性を向上させたもの、などの施工例がある。 
 
（8） 浮体の規模による分類 

次のように分類できる。 
① 小型……長さ 10m程度までのもの。簡易型もこの中に含まれる。 
② 中型……長さ 10mから 40m程度までのもので、施工実績が多い。 
③ 大型……長さ 40～50m 程度を超えるもので、漁港での施工実績は少ない。必要に応じて適

切な照査方法で検討するのが望ましい。 
 
6.4 性能照査に用いる主な作用 

浮桟橋の性能照査においては、表 6-6-1に示す諸条件を考慮することを原則とする。 
同表の条件の中から、主な作用等を以下の(1)～(6)に記す。 

 
表6-6-1 浮桟橋の性能照査において考慮すべき条件 

利用条件 

・設置目的（陸揚げ，出漁準備，休けい等の別） 
・計画位置と延長 
・上載荷重（分布荷重，自動車輪荷重等） 
・対象漁船（漁船の諸元，接岸速度，けん引力） 

自然条件 

・潮位 
・波浪（波高，周期） 
・流れ（流速，流向） 
・風（風速，風向） 
・海底地盤（土質，N値，粘着力等） 
・設置水深 
・生物付着量 

構造条件 ・材料（許容応力度，単位体積重量） 
・防食（腐食速度，鉄筋のかぶり） 
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（1） 上載荷重 

分布荷重は、実際に載荷される荷重の種類及び大きさを考慮し、各検討項目ごとに適切な値を設

定することが望ましい。一般には、表 6-6-2によることができる。 
 

表6-6-2 浮桟橋の上載荷重 

検討項目 荷重（kN/㎡） 

浮体の安定 

浮体の床版，受梁 

連絡橋，渡橋の主桁 

連絡橋，渡橋の床版・床組 

利用実態を考慮して定める 

用途に応じて表2-13-1により定める 

3.5 

5.0 

 
表 6-6-2 について、浮体の安定に関しては、浮体上全面に載荷させる単位面積当たりの平均荷重

として、利用実態を考慮して適切な値を定めるのがよいが、具体的には次の手順によることができ

る。 
 

ａ）利用実態を考慮して、浮体上に同時に載荷する荷重（人、車両、水揚物等）の合計を算定

する。 
ｂ）ａ）で算定した合計を浮体面積で除して単位面積当たりの上載荷重を算定する。このとき

に安全性を考慮して多少の余裕を見込んでもよい。 
 

また、浮体の部材強度に関しては、部分的に載荷される可能性のある最大荷重として、用途に応

じて表 2-13-1 により定めることができる。連絡橋・渡橋については「道路橋示方書・同解説（日本

道路協会）」に準じることができる。 
 
（2） 流れ 

通常流れは考慮しなくてよいが、河口に設置する場合や、潮流等の影響が大きい場合には流れを

考慮するのがよい。 
 

（3） 生物付着量 

生物付着量は、「第 15編 3.4 表層型浮魚礁の性能照査」によることができる。設置地点における

実測値を用いることが望ましいが、通常は水中重量で 80N/m2を用いることができる。 
 
（4） 許容応力度 

材料の許容応力度は、「第 3 編 材料及び諸係数」及び「道路橋示方書・同解説（日本道路協会）」

によることができる。 
 
（5） 鋼材の防食 

鋼製浮体、係留杭、係留チェーン等の鋼材の防食法は、「第 3 編 2.5 防食」によることができる。 
鋼製浮体の主要構造部の防食仕様は、概ね表 6-6-3を参考としてよい。 
係留チェーンの摩耗が考えられる場合、設置地点における実測値を参考にすることが望ましいが、

実測値がない場合、φ1mm/年としてよい。 

- 591 -



- 580 - 

表6-6-3 鋼製浮体の防食仕様例 

防食部位 防   食   仕   様 

外面（飛沫帯） 塗装3年＋腐食しろ27年（0.3mm/年） 

外面（水中） 
電気防食30年（ただし，電流効率を考慮して0.02㎜/年の腐食し

ろを見込む） 

内  面 塗装または腐食しろ（0.05mm/年） 

 
（6） 鉄筋のかぶり 

コンクリート製浮体の鉄筋のかぶりは、曲げひび割れ幅の照査を行う場合は、式 6-6-12)によるこ

とができる。 

Cmin＝αCo  ························································ （式 6-6-1） 

ここに、 
Cmin：最小かぶり 
α：コンクリートの設計基準強度 f’ckに応じ、次の値とする。 

18N/mm2＜f’ck＜34N/mm2の場合α＝1.0 
34N/mm2≦f’ck の場合α＝0.8 

Co：基本のかぶりで、表 6-6-4の値とする。 
 

表6-6-4 Coの値 

部  位 Co（cm） 

外面（飛沫帯） 

外面（水中） 

内面 

6.0 

5.0 

3.0 

 

表6-6-4において、外面（飛沫帯）は浮体側面及び上面とし、外面（水中）は浮体底面とすること

ができる。 
なお、漁港構造物の鉄筋のかぶりは 7cm とすることが多いが、コンクリート製浮体の場合、かぶ

りを小さくして浮体質量を小さくすることで、必要浮力も小さくなり、コンクリートの使用量を少

なくすることができる。高品質のコンクリートを用い、入念な施工を行うことを前提に、通常の構

造物よりも小さなかぶりの値を設定してよいとする考え方もあるが、「本書」では曲げひび割れ幅の

照査を行うことを前提に、式 6-6-1を示している。 
 
6.5 性能照査 

（1） 利用性に関する性能照査 

「第 6 編 3.3.1 利用性に関する性能照査」を準用するとともに、浮体諸元の決定にあたっては、

漁船の係留、利用形態、浮体の安定等を考慮することを原則とする。 
浮体諸元は、以下の①～③によることができる。 
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① 浮体の長さは、漁船の係留、陸揚げ作業等に必要な係船延長から決定するのがよい。構造

上単独の浮体で計画延長を確保するのが難しい場合は、いくつかに分割して配置するのが

よい。このとき、浮体間隔は浮体どうしが動揺により衝突しないようにすることを原則と

する。なお、RC製浮体の場合、許容製作長さは概ね 30mである。 
 
② 浮体の幅は、利用状況、周囲の地形や構造物との関係、浮体の安定性等を考慮して決定す

るのがよい。浮体幅について、これまでの実施例では、縦付け式で車両が進入しない場合

は 6m、車両が進入する場合は 10m 程度を目安とし、横付け式で車両が進入しない場合は

3m、車両が進入する場合は 6m程度を目安としている例が多い。 
 
③ 浮体の乾舷は、漁船への乗降、陸揚げ作業等に適した高さとするのがよい。 

 
（2） 構造物の安全性に関する性能照査 

性能照査の方法は、「第 6編 6.6～6.8」によることができる。 
また、照査項目のうち耐震性能の照査については、「第 6 編 2.2 係船岸の耐震性能の照査」を参

考にできる。液状化対策については、「第 6編 2.3 液状化対策」を参考にできる。 
 
6.6 浮体の照査 

6.6.1 浮体の安定 

浮体は、想定される利用状態に対して安定であるとともに、必要な乾舷を確保することを原則とす

る。 
浮体の安定及び乾舷の検討は、次の（1）～（4）によることができる。 

 
（1） 無載荷時の検討 

浮桟橋として機能する状態で、浮体上での利用がない場合に、浮体乾舷が計画乾舷と一致し、床

版が水平であることを確認する。その際、作用として、浮体本体の自重、付加重量（連絡橋反力、

渡橋反力、カウンターウエイト、喫水調整バラスト、その他常時載荷させる荷重）及び付着生物の

重量を考慮する。 
 

（2） 分布荷重満載時の検討 

浮体上に分布荷重を満載した状態において、浮体乾舷が利用上支障のない高さであること、及び

浮体の安定条件を満足していることを確認する。分布荷重を満載している状態における浮体の安定

条件は、式 6-6-2を満足すればよい。安全のためGM����は喫水の 5％以上であることが望ましい。 

GM���� = Iw�
W − CG����＞0 

ここに、 
GM����：重心Gとメタセンター高さMとの距離（m） 
I：喫水面の長軸に対する断面 2次モーメント（m4） 
w0：海水の単位体積重量（kN/m3） 
W：浮体重量と分布荷重（kN） 

 ················································· （式 6-6-2） 
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C：分布荷重満載時の浮心 
G：分布荷重満載時の重心 

 

（3） 一区画浸水時の検討 

外壁が損傷した場合に備えて、浮体上に分布荷重を満載し、かつ浮体内部の一区画に若干の浸水

がある状態において、浮体乾舷が 0m 以上であること、及び浮体の安定条件を満足していることを

確認する。浸水高さは、通常浮体高さの 10％とするが、浮体内部に発泡材を充填する場合は、その

効果を考慮して設定してよい。浮体内部に浸水がある場合の安定条件は、式 6-6-3 を満足すればよ

い。ただし、W、I、C、Gは浸水時の値を用いる。 

GM���� = �w�
W � (I −Σi) − CG����＞0 

ここに、 
i：浸水区画の，浮体の回転軸に平行な中心軸に対する断面 2次モーメント（m4） 

 

（4） 分布荷重偏載時の検討 

浮体の長軸を中心として浮体上の片側半分に荷重を満載した状態において、小さい方の浮体乾舷

が 0m 以上であること、及び床版の傾斜が許容傾斜以下であることを確認する。許容傾斜は、通常

1：10とする。乾舷及び傾斜の検討は、式6-6-4を解いて求まる tanαが式6-6-5を満足すればよい。

ただし、一般にαは小さいので式 6-6-4中の cos2αは近似的に 1－tan2αとしてよい。 

(W + P) � b�tan 𝛼𝛼
12d cos� 𝛼𝛼 −  

b�
24d tan�𝛼𝛼 + c −  d 

2  tan 𝛼𝛼� 

−P〔a + (h − c)tan 𝛼𝛼𝛼 = 0  ··········································· （式 6-6-4） 

tan 𝛼𝛼＜ 1
10 

ここに、 
W：浮体重量（kN） 
P：偏載荷重合力（kN） 
b：浮体の幅（m） 
h：浮体の高さ（m） 
d：Pを浮体の中心に載荷した場合の浮体の喫水（m） 
c：Pを考慮しない浮体重心の底面からの高さ（m） 
a：Pの浮体の中心軸からの偏心量＝b/4（m） 
α：浮体の傾斜角（°） 

 
  

 ······································ （式 6-6-3） 

 ························································ （式 6-6-5） 
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図6-6-6 偏心荷重を受ける浮体の安定 

 
式 6-6-2～式 6-6-4 に示した浮体の安定条件は、計算簡略化のため自由浮体として取り扱ったもの

である。係留杭、係留チェーン、係留装置の効果を適切に評価できる場合は、この式によらなくて

もよい。 
 
6.6.2 浮体の全体強度 

浮体は、製作・曳航・据付時及び完成後において働く荷重に対して、全体構造として十分な強度を

有するように照査することを原則とする。 
浮体の全体強度は、以下の（1）～（5）によることができる。 

 
（1）概要 

浮体の全体強度については、浮体全体を一本の梁とみなしたときに、製作・据付時の吊り上げ荷

重や、曳航・完成後の波浪が働く時の浮力変動などによって浮体断面に発生する曲げモーメント及

びせん断力に対して十分な断面強度を有し、安全であるよう照査する。 
 
（2） 浮力変動による荷重 

浮力変動による縦曲げモーメント及びせん断力を、式 6-6-6及び式 6-6-7により求める。 

M = w HB L
2π  

S = w HB L
4π 

ここに、 
Mmax：縦曲げモーメント（kNm） 
Smax：せん断力（kN） 
w0：海水の単位体積重量（kN/m3） 
H：波高（＝Hmax＝1.86H1/3） 
B：浮体の幅（m） 
L：浮体の長さ（m） 

 ············································· （式 6-6-6） 

 ················································· （式 6-6-7） 
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図6-6-7 浮力変動による荷重 

 
（3） 許容応力度の割増し 

製作・曳航・据付時については、その状況に応じて許容応力度を 5割増ししてよい。 
 
（4） 荷重の算定方法 

（2）に示した荷重の算定方法は、簡易的な方法であり、比較的静穏な水域に設置される中・小型

の浮体に適用されるものである。大型の浮体の場合あるいは設置水域の波浪条件が厳しい場合は、

別途適切な方法により照査することを原則とする。 
 
（5） RC製浮体 

RC製浮体の底版に発生する応力が全断面引張となると、貫通ひび割れが生じ水密性に悪影響を与

える恐れがあるので、コンクリートの引張応力度は設計引張強度以下となるように照査するのが望

ましい。 
 
6.6.3 浮体各部の強度 

床版、側壁、底版、隔壁、受梁、支柱等の浮体を構成する各部材は、それぞれの部材に働く作用に

対して十分な強度を有するように照査することを原則とする。 
浮体の各部については、以下の（1）～（6）により照査することができる。 

 
（1） 床版、底版、側壁、隔壁への作用 

床版、底版、側壁、隔壁への作用は、次のとおりとすることができる。 
 

① 床版への作用 
ａ）分布荷重のみ働く場合  （分布荷重）＋（自重） 
ｂ）自動車輪荷重が働く場合 （自動車輪荷重）＋（自重） 
ｃ）連絡橋の支点が載る場合 （連絡橋の支点反力）＋（自重） 

② 側壁への作用 
浮体上端が 0.5m沈んだ場合の静水圧 

③ 底版への作用 
浮体上端が 0.5m沈んだ場合の静水圧及び自重 

④ 隔壁への作用 
浮体内部の一区画に浸水が充満した場合の静水圧 
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図6-6-8 床版、底版、側壁、隔壁への作用 

 
（2） 床版、底版、側壁、隔壁の照査 

床版、底版、側壁、隔壁は、四辺固定の二方向版として照査してよい。応力度の照査にあたって

は、全体構造に働く荷重によって発生する応力度と組み合わせて評価することができる。 
 
（3） 曲げひび割れ幅の検討 

コンクリート製浮体で鉄筋のかぶりを式6-6-1により決定した場合は、曲げひび割れ幅の照査を行

うことを原則とする。曲げひび割れ幅の検討は、「コンクリート標準示方書（土木学会）」により、

式 6-6-8 によって求めた曲げひび割れ幅 w が、表 6-6-5 に示される許容ひび割れ幅 wa以下であるこ

とを確認することによって行うことができる。 

w = 1.1k�k�k��4C + 0.7(C� −φ)�  �σ��E� + ε′���� 

ここに、 
k1：鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数で，一般に，異形鉄筋の

場合に 1.0，普通丸鋼及びPC鋼材の場合に 1.3としてよい。 
k2：コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数で，式 6-6-9による。 

k� = 15
f′�＋20 + 0.7 

f’c：コンクリートの圧縮強度（N/mm2）。一般に、設計圧縮強度 f’cdを用いてよい。 
k3：引張鋼材の段数の影響を表す係数で、式 6-6-10による。 

k� = 5(n＋2)
7n＋8  

n：引張鋼材の段数 
C：かぶり（mm） 
Cs：鋼材の中心間隔（mm） 
φ：鋼材径（mm） 
ε’csd：コンクリートの収縮及びクリープ等によるひび割れ幅の増加を考慮するため

の数値（一般には 150×10-6程度としてよい） 

 ···················· （式 6-6-8） 

 ················································· （式 6-6-9） 

 ···················································· （式 6-6-10） 
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σse：鉄筋応力度の増加量（N/mm2） 
 

表6-6-5 許容ひび割れ幅 

部位 wa（mm） 

飛沫帯 

水中部 

0.0035C 
O.004C 

 

（4） 受梁・支柱の照査 

受梁及び支柱は、浮体の床版上に最大荷重が働き、喫水がちょうど浮体高さに等しくなった場合

の静水圧に対して、ボックスラーメン構造として照査することができる。 
 

 
図6-6-9 受梁、支柱に働く荷重 

 
（5） 荷重の算定方法 

（1）、（4）に示した荷重の算定方法は、簡易的な方法であり、比較的静穏な水域に設置される

中・小型の浮体に適用されるものである。大型の浮体の場合あるいは設置水域の波浪条件が厳しい

場合は、別途適切な方法により照査することを原則とする。 
 
（6） 版の計算について 

四辺固定版の計算において、支間は床版、側壁、底版、受梁等の中心間隔として曲げモーメント

を算出する。ポアソン比が異なる場合は式 6-6-11及び式 6-6-123)により修正すればよい。 

M�� = (1 − 𝑣𝑣�𝑣𝑣�)M�� + (𝑣𝑣� − 𝑣𝑣�)M��
1 − 𝑣𝑣� �

 

M�� = (𝑣𝑣�−𝑣𝑣�)M�� + (1 − 𝑣𝑣�𝑣𝑣�)M��
1 − 𝑣𝑣� �

 

ここに、 
v 1，Mx1，My1 は「版の計算図表」に示されたポアソン比及び計算されたモーメントであり、 
v 2，Mx2，My2は求めようとする版のポアソン比及びモーメントである。 

 

 ····························· （式 6-6-11） 

 ······························ （式 6-6-12） 
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6.7 係留部の照査 

6.7.1 杭係留方式 

係留杭及び係留装置は、漁船の接岸を妨げないよう配置するとともに、想定される作用に対して、

安全な構造であることを原則とする。 
係留杭及び係留装置の照査は、以下の（1）～（7）によることができる。 

 
（1） 係留杭の配置 

杭係留方式は、通常浮体 1 函に対して 4 本の係留杭で支持する場合が多い。漁船の接岸を妨げな

いよう、図 6-6-1に示すように係船延長の内側に杭及び係留装置を配置するのが望ましい。 
 
（2） 係留杭の構造 

係留杭の構造には、単杭構造、ラーメン構造がある。単杭の計算は「第 4 編第 3 章 杭基礎の支

持力」によることができる。ラーメン杭の解析は変位法が用いられることが多い。 
杭の天端高の決定にあたっては、H.H.W.L.を考慮することが望ましい。杭の天端高が低いと、高

潮位時に、単杭の場合は浮体が杭から抜け出したり、あるいはラーメン杭の場合は杭頭材に係留装

置がぶつかって杭に余計な引き抜き力が働くことがあるので注意する。 
 
（3） 係留装置 

係留装置を適切に選定する。係留装置には、防舷材、ワイヤー、チェーン、樹脂ローラー、ゴム

ローラー等が用いられている。ゴムローラーには、ローラーの軸受け部と取り付け材の間に緩衝材

を設けて、浮体の動揺による衝撃を吸収できる動揺制御型ローラーがあり、主に中型の浮桟橋に多

く用いられている。 
 
（4） 荷重の分担 

係留杭には、浮体に働く力が、係留装置を介して伝達される。係留杭の照査に用いる作用は、杭

の本数と係留装置の構造に応じて、浮体に働く力を適切に分担するよう決定するのがよい。 
 
（5） 浮体に働く力 

浮体に働く力として、次の項目を考慮するのがよい。 
 

① 漁船の接岸力 

漁船の接岸力の算定は、「第 2編 14.2 漁船により生じる作用」によることができる。 
 

② 波力及び風荷重 

波力及び風荷重は同時に働くものとして算定することを原則とする。風荷重の算定は「第 2 編

7.3 風圧力」によることができる。このとき抗力係数は 1.2としてよい。 
波力は、浮体が静止しているものとして、前後面の水圧差により算定してよい。波長が、波進

行方向の浮体長さの 2 倍のとき、最大波力を与えることになり、図 6-6-10 の状態を考えると、波

力Pは式 6-6-13により求められる。 
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P = � 1 
2 �w�B ��d + H�/�

2 �
�
− �d − H�/�

2 �
�
� = w�BH�/�d 

ここに、 
w0：海水の単位体積重量（kN/m3） 
B：波向に直角な面の長さ（m） 
H：有義波高（m） 
d ：浮体の喫水（m） 

 

 
図6-6-10 波力（水圧差） 

 
③ 漁船のけん引力 

漁船のけん引力は、一般に他の作用に比べて小さいので、考慮しなくてよい。 
 

④ 流れ 

流れは通常の場合考慮しなくてよいが、河口に設置する場合や、潮流等の影響が大きい場合は、

「第 2編 6.3 水中の構造物に作用する流れの力」により算定することが望ましい。このとき、抗

力係数は 1.2としてよい。 
 
（6） 荷重の載荷位置 

杭に働く荷重の載荷位置は、通常 L.W.L.～H.W.L.の範囲で最も危険と考えられる潮位に、係留装

置の取り付け高さを考慮して設定するのがよい。高潮等の異常潮位の恐れがある場合は、その発生

頻度と使用年数を勘案して適切な潮位を設定することが望ましい。 
 
（7） その他 

① 風及び流れの力について 

漁船を常時係留する場合は、漁船に働く風及び流れの力を考慮するのがよい。 
 

② 杭の許容変位について 

杭の変形が浮桟橋の利用上又は構造上支障がある場合は、許容変位を設定することが望ましい。 
 
6.7.2 チェーン係留方式 

係留チェーンは、漁船の接岸を妨げないよう配置するとともに、想定される作用によって破断しな

いことを原則とする。また、アンカーは、係留チェーンに発生する最大張力に対して、移動しないこ

とを原則とする。 
係留チェーンは、以下の（1）～（5）によることができる。 

 ············· （式 6-6-13） 
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（1） 係留チェーンの配置 

係留チェーンは漁船の接岸を妨げないよう、図 6-6-3 に示すように浮体の下で十字に交差させる

のが望ましい。しかし、交差のさせ方によっては、チェーンの接触部が著しく摩耗することがあ

るので注意する。摩耗防止対策としては、配置の工夫により直接接触させない、働く力に抵抗す

るチェーンを上側に配置する、チェーン交差部に保護材を取り付ける等の方法がある。 
係留チェーンを浮体の対角方向に張り出すと、力が働いたときに偶力が働き、浮体が回転するこ

とがあるので注意する。やむを得ずこのような配置とする場合は回転を防止するような対策をとる

のがよい。 
浮体を複数連続させる場合は、隣接する浮体どうしをチェーンで結合するのがよい。その際、浮

体の隅角部には防舷材を配置するのが望ましい。 
 
（2） 浮体に働く力 

浮体に働く力は「第 6編 6.7.1 杭係留方式 (5)浮体に働く力」に準じることができる。 
 
（3） 係留チェーンの照査 

係留チェーンの照査は、通常の場合、作用に対して各チェーンが一本で抵抗することがあるもの

として、以下により照査してよい。 
本照査方法は、水深が浅く比較的静穏な海域に、主たる係留チェーンの本数が 4 本の小型・中型

の浮体を設置する場合に適用できる。これらの条件に当てはまらない場合、すなわち水深が深い、

波高が大きい、係留チェーンの本数が多い、大型の浮体であるなどの場合には、水理模型実験、動

的解析、チェーンカテナリーによる静的解析（「第 5編 2.5.1 （3）② m）カテナリー特性」を参照

のこと）等適切な方法により照査するのが望ましい。 
 

① チェーン長さ 

図 6-6-11において、θ1≒θ2として次式により求める。 

1 = K  + h  

ここに、 
1：チェーン長さ（m） 
Kh：チェーンの水平距離（m） 
h：浮体底面からアンカー上面までの深さ（m） 

 
係留チェーンの長さは、水深の 5倍に潮差を加えたものを目安としている例が多い。 

 
 
  

 ··················································· （式 6-6-14） 
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図6-6-11 係留チェーンの照査 

 
② チェーン張力 

T＝Psec θ1  ······················································· （式 6-6-15） 

ここに、 
T：チェーンの最大張力（kN） 
P：浮体に働く力（kN） 
θ1：チェーンと浮体底面のなす角度（°） 

 
③ チェーンの許容張力 

チェーンの許容張力は、JIS F 3303 フラッシュバット溶接アンカーチェーンに示された破断試

験荷重の 1/3としてよい。 
 

④ チェーン径 

チェーン径を決定するにあたっては、摩耗・腐食代（φ0.6～1mm/年）を考慮する。 
 
（4） アンカーの照査 

アンカーの重量及び設置方法は、チェーンに最大張力が働いたときに安全となるよう定めること

を原則とする。アンカーの安全率は 1.2を標準とする。 
 

① アンカーに働く荷重 

アンカーには、水平力としてP、鉛直力としてPtanθ2が働くものとしてよい。 
 

② アンカーの抵抗力 

通常はコンクリートブロックを土中に埋め込んで使用する例が多い。この場合、抵抗力として

は以下のものを考慮するのがよい。ただし、底面摩擦力の計算に用いる鉛直力は、W－Ptanθ2と

してよい。ここに、W はアンカーの水中重量である。アンカーを土中に埋め込まない場合は、抵

抗力は底面摩擦のみとなる。 
ａ）水平抵抗力：〈粘性土の場合〉底面・側面の粘着力及び受働土圧と主働土圧の差 

〈砂質土の場合〉底面摩擦力及び受働土圧と主働土圧の差 
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ｂ）鉛直抵抗力：水中重量及び水中土かぶり重量 
 

（5） 地盤支持力 

アンカーを設置する地盤は、土質条件に基づいて十分な支持力を有していることを確認すること

を原則とする。地盤が軟弱な場合は、砂置換等の地盤改良を行うのが望ましい。 
 
6.8 連絡橋及び渡橋 

連絡橋、渡橋の照査においては、浮体の利用形態、浮体の安定、浮体の動揺等を考慮することを原

則とする。また、調節塔は必要に応じて設置することとし、その照査においては、連絡橋の反力、地

震力、自重等を考慮することを原則とする。 
連絡橋及び渡橋は、以下の（1）～（7）によることができる。 

 
（1） 連絡橋及び渡橋の諸元 

連絡橋の長さは、勾配から決定することが多い。連絡橋の勾配は、人に対しては 1/5～1/4 以下、

車両に対しては 1/10 以下が望ましい。決定にあたっては、係船岸の利用形態、周辺泊地の状況、潮

位差等を考慮することを原則とする。また、連絡橋前後端部のフラップ（前垂れ板）の勾配は、人

に対しては 1/5以下、車輌に対しては 1/8以下が望ましい。 
渡橋の長さは、浮体の動揺や、潮位差による浮体の移動によって、脱落しないよう決定すること

を原則とする。 
連絡橋及び渡橋の幅は、人あるいは車両の通行量や利用状況を考慮して決定するのがよい。人に

対しては最低でも 0.75m以上とし、通常は 1.5m以上とするのが望ましい。小型車両に対しては 3m
以上とすることが望ましい。 
以上に示した数値は目安としての数値である。以下の点に留意し、必要に応じて加減してもよい。

なお、連絡橋が長くなる場合は、中間橋台を設けることにより、浮体に働く反力を軽減することが

できると同時に、部材断面を小さくすることができる。 
 

① 車両に対する勾配を大きくすると、連絡橋に車両が乗り降りする際に、車両の前後や下部

を擦ることがある。 
② 荷車等を使用する場合は、勾配を緩くするのが望ましい。 

 
（2） 連絡橋及び渡橋の照査 

連絡橋及び渡橋の照査は、「道路橋示方書・同解説（日本道路協会）」及び「立体横断施設技術基

準・同解説（日本道路協会）」を準用することができる。 
連絡橋の許容たわみは支間長の 1/500としてよい。 

 
（3） 支承部の照査 

連絡橋の支承部は、通常は陸側を固定支承、浮体側を可動支承とする場合が多い。可動支承の下

部には保護鋼板を設けるのが望ましい。支承部の構造選定、照査にあたっては次の点を考慮するの

がよい。 
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① 潮位差による連絡橋の上下方向の回転に対して自由であるよう考慮する。 
② 浮体の水平移動に伴う連絡橋の水平方向の回転に対して考慮する。チェーン係留方式の場

合は浮体の移動量が大きくなるので、水平方向の回転に対しても自由であることが望まし

い。 
③ 浮体の動揺に伴う橋体のねじれによって支承部に生じる、変則的な力に対して考慮する。 

 
（4） 調節塔 

荒天時の波高が大きい場所や、うねりが侵入する箇所では、浮体の動揺により橋体や支承部が破

損する例が多い。したがってこのような場所では、調節塔を設けて浮体と連絡橋を絶縁するのが望

ましい。波高の目安は概ね 1m程度とすることができる。 
調節塔に働く作用としては、連絡橋の反力、地震力、自重、風荷重を考慮するのがよい。係留杭

と調節塔を兼用する場合は、これらに加えてさらに浮体の係留荷重を考慮して照査を行うのがよい。 
 

 
図6-6-12 調節塔 

 
（5） 連絡橋の構造について 

連絡橋は鋼製プレートガーダー又はポニートラスとすることが多いが、連絡橋の寸法が小さい場

合はアルミ製が用いられることもある。連絡橋上面には滑り止め対策を適切に行うことを原則とす

る。 
 
（6） 落橋防止対策について 

チェーン係留方式は、落橋防止のため浮体又は岸壁と連絡橋をチェーン等で繋ぐ、あるいは調節
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塔を設ける等の対策を行うことを原則とする。 
 
（7） 係船タイプの連絡橋について 

係船タイプの連絡橋の照査にあたっては、漁船による作用を考慮することを原則とする。また、

漁船の潜り込みが起きないよう必要に応じて対策を講じることを原則とする。 
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